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       地方財政の充実、強化を求める意見書 

 

 地方自治体は、子育て支援、医療、介護等の社会保障、地域交通の維持

など、地域に果たす役割は大きく、高齢化社会への対応等の政策課題にも

直面している。このような中、地方自治体は多くの課題に、対応すべく努

力を続けており、こうした問題に適切に対応し、今後も住民に寄り添う質

の高い公共サービスを維持するためには、実状に見合った歳出、歳入を的

確に見積もり、これらに見合う一般財源額を確保することが必要である。  

そのためには、国と地方自治体が十分な協議を行った上で、地方財政計

画、地方税、地方交付税のあり方を決定することが極めて重要であるが、

財務省が地方自治体の基金残高の増加を理由に地方財政余裕論を展開し

た経緯を懸念している。 

国の役割りは地方自治の実現や、大規模災害、新型感染症対策への対応

に必要な財源を確保し、新たな国の施策に必要な財源を国の責任において

確保することである。公共サービスの質の確保と地方自治体の安定的な行

財政運営を実現するためにも、今後の地方財政計画に十分な配慮をするべ

きである。 

 よって、本町議会は国に対して下記の事項について、強く要望する 

 

記 

 

１．社会保障、環境対策、地域交通対策、高齢化社会対策、教育対策など

増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、地方の安定的な財政運

営に必要となる一般財源の総額を確保すること。 

 

２．憲法に基づくナショナルミニマムを保障し、住民が全国のどこに住ん

でいても健康で文化的な生活が営めるよう地方自治と地方財政を拡充

すること。 

 

３．地方自治体間の財源格差を水平的な財政調整で是正するのではなく、

垂直的な財政調整で地方交付税や国庫補助金の拡充を図ること。 

 

４．地方交付税は、法定率を抜本的に引き上げ、地方自治体の財源保障・

財源調整機能を併せもつ制度として充実させること。 

 

５．基準財政需要額は、地方自治体が「住民の福祉の増進」を図るために



 

 

現に必要としている財政需要をもとに算定すること。地方公務員の人件

費や人員の削減など「行革努力」を反映する地方交付税の算定や、「ト

ップランナー方式」は廃止すること。 

 

６．子ども子育て支援新制度、地域医療構想の策定、地域包括ケアシステ

ム、生活困窮者自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の見直しな

ど、急増する社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障

関係予算の確保など地方財政処置を講ずること。 

 

７．本町の基金は災害対応や、住民の福祉向上のため等の必要な事業に対

応できるよう、住民の理解と協力を得ながら財政支出の節減等に努め、

積み立てたものであり、同様の地方自治体は多くあると思われる。今回

の新型コロナウイルス感染症への対応でも多くの地方自治体がこの基

金を財源として対策に当たっているところである。このため全体の基金

残高が増加していることをもって、地方財源の圧縮は行わないこと。 

 

８．大規模な災害からの復旧・復興、新型感染症への対応等に係る財源は、

自治体に負担させず、全額を国が負担すること。 

 

９．地方財政計画等の策定に、地方団体の代表や専門家を参加させること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

 

 

  令和２年６月２４日 

 

                    愛知県丹羽郡大口町議会 

 

 

 

提出先  

 内閣総理大臣  安倍 晋三 

 財務大臣    麻生 太郎 

 総務大臣    高市 早苗 

 

 


